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 佐賀県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月31日 

                                           佐賀県知事  古  川     康    

 佐賀県規則第56号 

   佐賀県税条例施行規則の一部を改正する規則 

 佐賀県税条例施行規則（昭和30年佐賀県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

様式第17号 様式第17号 

  略   略 

 （土地）  （土地） 

 略 

記載上の注意 

  上欄の記載事項は、当該土地の取得の日から２年以内（た

だし、平成16年４月１日から平成24年３月31日までの取得に

あっては、３年以内）に当該土地の上に「特例適用住宅」を

新築し、又は１年以内に当該土地の上にある「既存住宅」を

取得し、当該土地の取得について不動産取得税の減額を受け

ようとするときは、必ず記入してください。 
 

 略 

記載上の注意 

  上欄の記載事項は、当該土地の取得の日から２年以内（た

だし、平成16年４月１日から平成28年３月31日までの取得に

あっては、３年以内）に当該土地の上に「特例適用住宅」を

新築し、又は１年以内に当該土地の上にある「既存住宅」を

取得し、当該土地の取得について不動産取得税の減額を受け

ようとするときは、必ず記入してください。 
 

  略   略 

様式第24号 様式第24号 

  略   略 

 注 １ 略  注 １ 略 

   ２ この申告書は、土地を取得した日から２年以内（ただし、

平成16年４月１日から平成24年３月31日までの取得にあっ

ては、３年以内）に当該土地の上に特例適用住宅を新築す

ること、又は１年以内に既存住宅を取得することを証する

書類を添えて提出してください。 

   ２ この申告書は、土地を取得した日から２年以内（ただし、

平成16年４月１日から平成28年３月31日までの取得にあっ

ては、３年以内）に当該土地の上に特例適用住宅を新築す

ること、又は１年以内に既存住宅を取得することを証する

書類を添えて提出してください。 
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改正前 改正後 

   ３ 略    ３ 略 

  

様式第42号その１ 

 略 

自動車の使用目的 １ 生業  ２ 通院・通所  ３ 通学・通園  ４ 帰宅 

区分 年度 
課税標準額／

税率 
課税額 減免する額 納付税額 

 略 
 

様式第42号その１ 

 略 

自動車の使用目的 １ 生業  ２ 通院・通所  ３ 通学・通園  ４ 帰宅 

※本人運転の場合のみ申請者が記載 

誓約書 

 (1) この申請書に記載されている身体障害者等が減免の対象となる自動車を専ら運

転すること。 

 (2) 減免の要件を満たしていることの確認のために県税事務所から照会があった場

合は、現況を偽りなく報告するとともに、現地調査等に協力すること。 

 (3) 減免の要件を満たしていないことが明らかになった場合は、要件を満たさなく

なった年度までさかのぼって減免を取り消されても異議はないこと。 

以上のことについて誓約します。 

  年  月  日      申請者署名            印 

注 専ら運転することとは、次のいずれにも該当するものをいう。 

(1) 身体障害者等による当該自動車の運転日数が当該自動車の全運転日数の概ね 

80％以上であること。 

(2) 身体障害者等による当該自動車の運転日数が身体障害者等による全運転日数 

（当該自動車以外の自動車（軽自動車）を含む。）の概ね80％以上であること。 

区分 年度 
課税標準額／

税率 
課税額 減免する額 納付税額 

 略 
 

   附 則 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 


